
イベント内容
● ウォーキング（歩く会、いきいきクラブ）

● ステージショー　● さくら市場

● 野点（茶道）● あさひカフェショップ

● 紙灯篭とキャンドルの夕べ

● ライトアップによる夜桜　

● キッズプレイ　など

　音のまち TONE 推進委員会では、地域の特性を生かした生涯学習
のまちづくりを目的に、｢音のまち T

と ね

ONE ふれあいコン
サート｣ を開催いたします。
　つきましては、出演者を次のとおり募集いたします
ので、奮ってご参加ください。

音のまち TONE ふれあいコンサート
出 演 者 募 集 の お 知 ら せ

第
21
回

問い合わせ先・申し込み先　利根町生涯学習センター　☎６８－３２６３

開 催 要 項

開 催 日　６月１日（土）開場　午後０時 30 分　
開演　午後１時

場 所　役場　多目的ホール

対 象　利根町在住・在勤の方

参 加 費　無料

演奏内容　声楽・器楽
（バンド・カラオケなどは除く）

演奏時間は、10 分以内とします。
※電子機器を用いた楽器（エレキギター・電子ピアノ

など）は使用できません。また、マイク・CD・テー
プなども使用できません。

※ピアノ以外の楽器は、各自でご用意ください。

申し込み方法　①申込用紙に記入の上、利根町生涯学習セン
ターにご提出ください。

② QR コードを読み取って「かんたん電子申請」
でも受け付けています。

※申込用紙：利根町生涯学習センター・利根町
公民館・町公式ホームページ

申込締め切り日　４月 20 日（土）

その他　・応募多数の場合は、分野別に主催
者側で調整させていただきます。

・演奏者の順番は、主催者側で決定
します。

　今年も、夜桜ライトアップやステージショー、さくらウォー
クなどをはじめ、さまざまな催しを計画しています。ご近所や
ご友人をお誘いあわせの上、遊びに来てください。皆さまのご
来場を心よりお待ちしております。

第 ８ 回 利 根 町 さ く ら ま つ り
開 催 の お 知 ら せ

●開催場所　役場イベントホール・駐車場

●開催日　４月６日（土）・７日（日）

運営ボランティア募集！
　さくらまつりの実施期間中、運営をお手伝いしてくださ
る方を募集します。
　作業内容は、竹灯籠の配置・撤去、夜桜ライトアップの
器具の配置・撤去、ステージショーの段取り手伝いなどです。
　まつりを盛り上げるためにも、皆さまのご協力をお願い
いたします。運営ボランティア可能な方は、問い合わせ先
まで事前にお申し込みください。

問い合わせ先　さくらまつり実行委員会長　石
い し ば し

橋　達
た つ

夫
お

☎０９０－７２３９－０７１６　※お電話の時間帯によっては、折り返しのご連絡になりますので、ご了承ください。

男女共同参画ってなあに？　Ｐａｒｔ 60

大 人 の 基 礎 英 語 Ⅲ 講 座
期 日　４月５日（金）・12 日（金）・19 日（金）・26 日（金）

５月 10 日（金）全５回

時 間　午前 10 時～ 11 時 30 分
場 所　利根町図書館　多目的ホール
内 容　①おとなの基礎英語

②アメリカの諸教本
③英語で歌おう／英語で話してみよう

講 師　ふれあい楽集町民講師　大石　篤美　氏
資 料 代　500 円（全５回分）
対 象 者　20 歳以上の方
募集人数　15 名
持 ち 物　筆記用具

申込締め切り日　３月 29 日（金）
申 し 込 み 方 法　利根町生涯学習センターに、直接電話にてお申し込みください。

※募集人数を超えた申し込みがあった場合は、主催者側の抽選といたします。
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問い合わせ先・申し込み先
利根町生涯学習センター
☎６８－３２６３

かんたん電子申請

ポジティブ・アクションとは…。
　従来の雇用慣行や性別役割分担意識が原因となって、「営
業職に女性はほとんどいない」、「課長以上の管理職は男性が
大半を占めている」など、女性の能力発揮が妨げられている
場合に、このような、

「事実上の男女格差の解消を目指して
女性労働者のために講じる措置」のこと。

　これは、単に女性であることを理由として女性労働者を「優
遇」するものではなく、女性が男性より能力を発揮しにくい
環境にある状況を「是正」するための取り組みです。
　能力と意欲のある女性が主体的に働く機会を拡大するた
め、女性が能力を獲得できるよう育成し、その結果として、
数値目標を達成することを目指しています。女性自身も制度
にただ乗りではなく、「働けるときにしっかり働く」といっ
た意識を持ち、行動に示していくことが大切です。

「ポジティブ・アクション」って聞いたことありますか？

　この制度は、女性のみを対象とする措置または女性を有
利に取り扱う措置ですが、男女双方を対象にした雇用管理
改善の取り組みや、育児・介護休業制度の充実、労働時間
の短縮などのワーク・ライフ・バランスを実現するための
取り組みも、ポジティブ・アクションの一環として位置づ
けられています。
　男女とも家事・育児・介護の責任を担っているのにもか
かわらず、男性は仕事、女性は家庭といった固定的役割分
担意識が未だ残っていることもあり、男性の育児休業の取
得率は低いのが現状です。改善のためには、男女とも育児
休業を取得しやすい職場の雰囲気作りや育児休業明けの人
の職場での迎え方を考えていく必要があるで
しょう。
　また、男性自身も自分が
責任を担っているという観
点から、ワーク・ライフ・
バランスを自らの問題とし
てとらえることが大切です。

　女性にとって働きがいがあり、働きやすい職場になることは、男性にとっても働きやすい職場になるということです。
　ポジティブ・アクションでは、働く人々を性別によって一律に捉えるのではなく、「個」としての評価を行うことが
最終目標となっています。「女性は感性、男性は理性」といった性別によってパターン化された認識によって、「女性
の感性が必要だから、女性の活躍を推進する」という考え方は、ポジティブ・アクションの理念に矛盾します。
男女の違いに関係なく、意欲と能力ある個人に活躍する機会を広げることで、労働意欲や生産性の向上を目指
しましょう。
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